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医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分（４０～６４歳）

（加入者の前年中の総所得金
額－基礎控除額３３万円）×

６．８％

（加入者の前年中の総所得金
額－基礎控除額３３万円）×

１．７％

（加入者の前年中の総所得金
額－基礎控除額３３万円）×

１．５％

加入者数×２０，０００円 加入者数×７，０００円 加入者数×１２，０００円

（７割，５割，２割軽減　あり）

特定世帯及び特定継続世帯以外
１世帯につき　３２，７００円

特定世帯
１世帯につき　１６，３５０円

特定継続世帯
１世帯につき　２４，５２５円

特定世帯及び特定継続世帯以外
１世帯につき　２２，８９０円

特定世帯
１世帯につき　１１，４４５円

特定継続世帯
１世帯につき　１７，１６８円

特定世帯及び特定継続世帯以外
１世帯につき　１６，３５０円

特定世帯
１世帯につき　　８，１７５円

特定継続世帯
１世帯につき　１２，２６３円

特定世帯及び特定継続世帯以外
１世帯につき　　６，５４０円

特定世帯
１世帯につき　　３，２７０円

特定継続世帯
１世帯につき　　４，９０５円

５１万円 １４万円 １２万円

国民健康保険税の算出方法

＊５年間は，後期高齢者医療保険に移った方を国民健康保険に残っているものとして，均等割と平等割の
軽減判定を行うとしていたものを，恒久化した。

＊特定世帯及び特定継続世帯とは国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療保険に移られたこ
とにより，その世帯で国民健康保険に残る方が１人だけになる世帯。
　特定世帯　　　　　 1人となってから最初の５年間を平等割１／２減額する。
　特定継続世帯　　５年間経過後の３年間を平等割１／４減額する。
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